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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯型情報処理装置本体内部に、回路基板と、前記回路基板とフレキシブルなケーブルに
よって電気的に接続されたディスクドライブ装置と、前記ディスクドライブ装置の外周周
囲に一体で成形された弾性体と、前記ディスクドライブ装置と前記弾性体が装着される箱
状の空間を有する収容部とを備え、前記ディスクドライブ装置と前記弾性体が前記収容部
に装着されたとき、前記弾性体の圧縮率が前記ディスクドライブ装置の前記ケーブル接続
側に比較して、前記ケーブル接続側と離れた部位の側が大きくなるように設定されている
ことを特徴とする携帯型情報処理装置。
【請求項２】
弾性体の圧縮率の設定は、ディスクドライブ装置のケーブル接続側に比較して、前記ケー
ブル接続側と離れた部位の側が大きくなるよう、前記弾性体の外形寸法と、収容部の内側
寸法を相対的に変え、少なくとも前記ケーブル接続側と離れた部位の側が圧縮されて前記
収容部に装着されることを特徴とする請求項１記載の携帯型情報処理装置。
【請求項３】
弾性体の圧縮率の設定は、前記弾性体の硬度を、ディスクドライブ装置のケーブル接続側
に比較して、前記ケーブル接続側と離れた部位の側が高くなるよう、相対的に変えること
によって行うことを特徴とする請求項１記載の携帯型情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明はノートパソコンのような携帯型情報処理装置に関し、詳しくは、記憶装置として
ハードディスクドライブ装置周辺に衝撃・振動に対する緩衝構造を有した携帯型情報処理
装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ノートパソコンのような携帯型情報処理装置においても、ＣＤ（コンパクトディス
ク）ドライブ装置、ＤＶＤ（デジタルビデオディスク）ドライブ装置などのディスクドラ
イブ装置を記憶装置として搭載することが主流になってきている。また、固定記憶装置と
して、ハードディスクドライブ装置が搭載され、年々その記憶容量が大きくなってきてい
る。このハードディスクドライブ装置はロータリーアクチュエーター機構を有するものが
主流となってきている。一方、ノートパソコンの薄型、軽量化が進み、情報化社会の進展
によって、屋外でこれらの機器を使用する機会が増えており、可搬時の衝撃から、ハード
ディスクドライブ装置を保護するために、ハードディスクドライブ装置を弾性体で保持す
るようになってきている。
【０００３】
以下、従来の携帯型情報処理装置について図を用いて説明する。
【０００４】
図２は従来の携帯型情報処理装置のハードディスクドライブ装置搭載部分を示す分解斜視
図である。図２において、３１はハードディスクドライブ装置であり、その周囲には弾性
体３２がハードディスクドライブ装置３１を包み込むように密着して固定されている。３
３は情報処理装置の回路基板であり、回路基板上のコネクタ３３ａとハードディスクドラ
イブ装置３１とがフレキシブルなケーブル３４によって電気的に接続されている。３５は
情報処理装置本体キャビネットの一部であり、箱状の空間を有する収容部である。収容部
３５の箱状の空間の大きさは、弾性体３２の外形サイズより少し小さめに設定されており
、ハードディスクドライブ３１を包み込んだ弾性体３２を均等に圧迫させながら、この収
容部３５に装着する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、このような上記従来の携帯型情報処理装置では、携帯型情報処理装置に加わった
振動が、ハードディスクドライブ装置３１に伝達された場合、ハードディスクドライブ装
置３１が受ける加速度は、ケーブル３４で接続された部位の方が、ケーブル３４によって
拘束される分大きくなり、その結果、ハードディスクドライブ装置３１に回転方向（Ａ方
向）の加速度を生じることになる。近年、高容量化が進むハードディスクドライブ装置は
、ロータリーアクチュエーター型の装置がほとんどであり、１軸方向の振動には強固であ
るが、回転方向の振動には非常に耐久力が低下している。そのため、ディスク媒体へのデ
ータの書き込み動作を実行している最中に、このような回転振動を受けた場合には、最悪
の場合は、別のトラックへの書き込み処理が施される場合があり、ハードディスクドライ
ブ装置に記憶されているデータを損傷させるという不具合が発生していた。
【０００６】
本発明は、上記従来の課題を解決するもので、ハードディスクドライブ装置などのディス
クドライブ装置への回転振動（加速度）の発生を抑制した、ディスクドライブ装置の衝撃
緩衝構造を備えた携帯型情報処理装置を実現することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明の携帯型情報処理装置では、携帯型情報処理装置本体
内部の回路基板とフレキシブルなケーブルによって電気的に接続されたディスクドライブ
装置と、ディスクドライブ装置の外周周囲に一体で成形された弾性体と、ディスクドライ
ブ装置と弾性体が装着される箱状の空間を有する収容部とを備え、ディスクドライブ装置
と弾性体が収容部に装着されたとき、弾性体の圧縮率がディスクドライブ装置のケーブル
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接続側に比較して、ケーブル接続側と離れた部位の側が大きくなるように設定したもので
ある。
【０００８】
上記構成とすることにより、携帯型情報処理装置に加わった振動が、ディスクドライブ装
置部分に伝達された際、ディスクドライブ装置周辺に配置された緩衝部材によって振動が
減衰される。このとき、ケーブルで接続された側には、ケーブルによって拘束される力が
働くが、ケーブルが接続されている側と反対側では弾性体がより大きく圧縮されているた
め、同様に拘束力が発生し、ハードディスクドライブ装置に発生する回転方向の加速度が
小さく押えられ、回転振動に対する耐久力が低下したディスクドライブ装置でも、データ
の読み書き動作等に不具合が発生しない。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明の請求項１に記載の発明は、携帯型情報処理装置本体内部に、回路基板と、前記回
路基板とフレキシブルなケーブルによって電気的に接続されたディスクドライブ装置と、
前記ディスクドライブ装置の外周周囲に一体で成形された弾性体と、前記ディスクドライ
ブ装置と前記弾性体が装着される箱状の空間を有する収容部とを備え、前記ディスクドラ
イブ装置と前記弾性体が前記収容部に装着されたとき、前記弾性体の圧縮率が前記ディス
クドライブ装置の前記ケーブル接続側に比較して、前記ケーブル接続側と離れた部位の側
が大きくなるように設定されていることを特徴とする携帯型情報処理装置であり、携帯型
情報処理装置に振動が加わった場合、ディスクドライブ装置に生じる回転方向の加速度を
抑制することが可能となり、回転振動の耐久力が低下した、高容量のディスクドライブ装
置のデータの読み書き動作等が安定するという作用を有する。
【００１０】
本発明の請求項２に記載の発明は、請求項１記載の携帯型情報処理装置において、弾性体
の圧縮率の設定は、ディスクドライブ装置のケーブル接続側に比較して、前記ケーブル接
続側と離れた部位の側が大きくなるよう、前記弾性体の外形寸法と、収容部の内側寸法を
相対的に変え、少なくとも前記ケーブル接続側と離れた部位の側が圧縮されて前記収容部
に装着されることを特徴とするもので、弾性体または収容部の寸法を変えるだけで弾性体
の圧縮率が容易に変えられるという作用を有する。
【００１１】
本発明の請求項３に記載の発明は、請求項１記載の携帯型情報処理装置において、弾性体
の圧縮率の設定は、前記弾性体の硬度を、ディスクドライブ装置のケーブル接続側に比較
して、前記ケーブル接続側と離れた部位の側が高くなるよう、相対的に変えることによっ
て行うことを特徴とするもので、弾性体や収容部の寸法を変えることなく弾性体の圧縮率
が容易に変えられるという作用を有する。
【００１２】
（実施の形態１）
図１は本発明の一実施の形態の携帯型情報処理装置のハードディスクドライブ装置搭載部
分を示す分解斜視図である。図１において、１はハードディスクドライブ装置であり、そ
の周囲には弾性体２がハードディスクドライブ装置１を包み込むように密着して固定され
ている。３は情報処理装置の回路基板であり、回路基板上のコネクタ３ａとハードディス
クドライブ装置１とがフレキシブルなケーブル４によって電気的に接続されている。５は
情報処理装置本体キャビネットの一部であり、箱状の空間を有する収容部である。収容部
５の箱状の空間の大きさは、弾性体２の外形サイズより少し小さめに設定されており、ハ
ードディスクドライブ装置１を包み込んだ弾性体２を圧迫させながら、この収容部５に装
着する。ここで、Ｌ１を収容部５の長さ、Ｌ２をハードディスクドライブ装置１のケーブ
ル４接続側の収容部５の幅、Ｌ３をケーブル４接続側と離れた部位の側の収容部５の幅、
Ｄ１を弾性体２の長さ、Ｄ２をハードディスクドライブ装置１のケーブル４接続側の弾性
体２ａの幅、Ｄ３をケーブル４接続側と離れた部位の側の弾性体２ｂの幅としたとき、Ｌ
１＜Ｄ１、Ｌ２＜Ｄ２、Ｌ３＜Ｄ３、Ｌ２≧Ｌ３、Ｄ３≧Ｄ２としている。
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【００１３】
以上のように構成された本発明の携帯型情報処理装置について、以下その動作を説明する
。図１に示すように、ハードディスクドライブ装置１は、その周囲に配置された弾性体２
により、携帯型情報処理装置に対して、弾性的に固定され、衝撃による損傷を防止できる
。このとき、ケーブル４接続側の弾性体２ａに対して、ケーブル４接続側と離れた部位の
側の弾性体２ｂの方がより圧縮された状態で収容部５に装着されているので、振動に対す
る見かけの弾性バネ定数は大きくなっている。
【００１４】
そして、携帯型情報処理装置に振動加速度が加わった場合、ハードディスクドライブ装置
１は弾性体２に支えられながら振動する。このとき、ハードディスクドライブ装置１と回
路基板３を電気的に接続しているケーブル４によって弾性体２ａ付近は振動が拘束される
。また、弾性体２ｂ付近は弾性体２が弾性体２ａ付近に比較してより圧縮されているため
、見かけの弾性バネ定数が大きくなるため、振動が拘束される。このケーブル４と弾性体
２の拘束量の差が、ハードディスクドライブ装置１に回転方向の加速度となって加わる。
このため、弾性体２のケーブル４接続側に対して、ケーブル４接続側と離れた部位の側の
圧縮率を変化させることによって、両者の拘束力を等しく設定することが可能となり、加
わった振動に対して、ハードディスクドライブ装置が受ける回転方向の振動加速度を抑制
することが可能となる。
【００１５】
このように、ハードディスクドライブ装置１を包み込む弾性体２または収容部５の寸法を
変えるだけで弾性体２の圧縮率を変化させることができ、携帯型情報処理装置に振動が加
わった場合、ディスクドライブ装置に生じる回転方向の加速度を抑制することが可能とな
り、回転振動の耐久力が低下した、高容量のディスクドライブ装置のデータの読み書き動
作等を安定させることができる。
【００１６】
なお、本実施の形態では、弾性体の圧縮率の設定は、弾性体または収容部の寸法を変える
こととしたが、弾性体の硬度を、ディスクドライブ装置のケーブル接続側に比較して、前
記ケーブル接続側と離れた部位の側が高くなるよう、相対的に変えることによって行って
もよい。
【００１７】
また、本実施の形態では、ハードディスクドライブ装置を例にあげて説明したが、ＣＤド
ライブ装置、ＤＶＤドライブ装置など、同様のディスクドライブ装置にも適用できること
はいうまでもない。
【００１８】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、ディスクドライブ装置と弾性体が収容部に装着されたとき
、弾性体の圧縮率がディスクドライブ装置のケーブル接続側に比較して、ケーブル接続側
と離れた部位の側が大きくなるように設定することにより、回転方向の振動に対する耐久
力が低下した、高容量のハードディスクドライブ装置を、衝撃吸収のための弾性体で保持
した場合でも、回転方向への振動が抑制されるため、安定した読み書き動作が実現できる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態の携帯型情報処理装置のハードディスクドライブ装置搭載
部分を示す分解斜視図
【図２】従来の携帯型情報処理装置のハードディスクドライブ装置搭載部分を示す分解斜
視図
【符号の説明】
１　ハードディスクドライブ装置
２　弾性体
３　回路基板
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５　収容部

【図１】 【図２】
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